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令和 2 年分の年末調整より、年末調整において基

礎控除の適用を受けようとする人は、勤務先へ「給与

所得者の基礎控除申告書」の提出が必要になりまし

た。また、所得金額調整控除が創設され、適用を受け

ようとする人は「所得金額調整控除申告書」の提出が

必要となりました。これらの申告書は「給与所得者の配

偶者控除申告書」と一体となっており、年末調整まで

に提出をする必要があります。所得金額調整控除は、

給与収入が850万円を超える場合など、適用を受けら

れる人は限られますが、基礎控除については、年末

調整を受ける人ほぼ全員に適用がありますので、申告

書の提出漏れ等に注意が必要です。 

令和 2年 11 月号 VOL 122 

【生命保険の契約者変更に関する税金】 

「子どもに掛けていた生命保険の契約者を親である私から本人に

変更しようと考えています。保険料はずっと私が支払ってきました

が、変更するとこれまでの分に税金はかかるのでしょうか」という

質問がありました。子どもの就職や結婚を機に生命保険の契約内容

を見直すことは多いでしょう。生命保険

を契約する際は、契約者（保険料の負担

者）・被保険者・受取人を指定します。

このうち契約者と受取人は途中で変更 

することができます。保険契約の期間中

に契約者を変更した場合、この時点では

保険金の支払いは発生していないため、それまで支払ってきた保険

料を新たな契約者に贈与したことにはならず税金はかかりません。

しかし、その後に解約返戻金や満期返戻金、死亡保険金などを受け

取る場合には税金の対象となります。生命保険は契約者・被保険者・

受取人の関係性で受け取ったときの税金の種類が変わります。それ

は「誰が保険料を支払っていたのか」によって相続税や贈与税など

がかかる場合があるということです。満期を迎えて子どもが保険金

を受け取った場合は、親であるあなたが負担した部分は贈与税、子

ども自身が負担した部分は所得税の対象となります。当然ですが、

それぞれの税金の基礎控除額を超えたときには契約者である子ど

も自身が申告して納税する必要があります。 



気の抜けない１カ月と

なりそうです。精神の

バランスを崩さないた

めに平常心を意識する

と運気が改善します。

目標に向かって集中す

ると予想外の幸運に恵

まれます。欲張らず、堅

実に進めば強い運気に

守られるでしょう。

変化が多く、戸惑うこ

とが増えそうな運気で

す。安易に方向転換す

るより現状維持に徹し

たほうが吉運アップ！

明るい兆しが漂う月で

社交運とレジャー運が

好調です。家族や友人

たちと気分転換に出か

けると良いでしょう。

今月の商売のヒント：【シンプルなごちそう】 

優れた経営者の中には、ひそかに茶道の心得のある人が少なくないと聞きます。400 年以上も続く究極のおも

てなしの心として世界にも知られている茶道。その本質は、亭主（主催する人）が一期一会の精神で正客を 

おもてなしすることです。茶道の世界観に経営者としての道を求めるのは、ごく 

自然なことかもしれません。茶道の創始者ともいえる千利休が説いた茶道の在り 

方に「利休七則」があります。 

一則、茶は服のよきように点（た）て（相手の状況や気持ちを考えながら心を込 

めて茶を点て） 二則、炭は湯のわくように置き（的確に誠実に準備を行い） 

三則、夏は涼しく冬は暖かに（相手が心地良いと感じるようにもてなし） 

四則、花は野にあるように（本質を見極め） 五則、刻限は早めに（心にゆとりを持ち） 六則、降らずとも

雨の用意（万全に備え） 七則、相客に心せよ（お互いを尊重しあう） 

つまり利休七則とは人をもてなすときの心得です。今さらと思った人もいるでしょ 

うか。まさにそんな逸話があります。ある日、弟子が茶の湯の極意を求めてきたの 

で、千利休はこの七則で答えたそうです。すると弟子は「それくらいのことなら私 

もよく知っています」と言ったそうですが、それに対して千利休は「七則ができる 

なら、私はあなたの弟子になりましょう」と返したそうです。日本人は古来より 

「和の心」を大切にしてきました。けれど「相手のため」や「尊重しあう」といったことは、ただ自分を相手

に合わせていればいいというものではありません。例えば、炊きたての白いご飯、おみそ汁、お漬け物の組み

合わせはシンプルにしてある意味、最高のごちそうです。とはいえ、この３つを全て混ぜてしまったら、それ

ぞれの味も組み合わせのバランスも台無しです。ご飯はお茶わんに、おみそ汁はおわんに、お漬け物は小鉢に

入れて、それぞれの器がひとつのお膳に収まってこその「ごちそう」です。大上段に構えなくても、身の回り

に今すぐできる小さなことはありませんか。商売は「シンプルなごちそう」でありたいものですね。

ガイドが Zoom などのアプリを使用して日本各地や海外の秘境・世界遺産を案内するツア

ーは、リアルタイムで映像を見ながら画面を通して質問したり、参加者同士で会話を楽

しめるなど予想以上の臨場感です。伝統文化や歴史を学ぶ講座型のツアーも、より深い

理解が得られると好評です。苦境を逆手に取った新しいエンターテイメントの登場です。

コロナ禍で気軽に旅行することがままならない昨今、旅を疑似体

験できるオンラインツアーに人気が集中しています。現地の 

今月の商売のヒント：【「自分は大丈夫！」と思える強さ】 

小柄だと不利なことが多いスポーツ界において、大柄な選手に勝る活躍をしている人を「小さな巨人」といっ

たりします。町工場を営むＴ社長は今年、何度も「小さな巨人」という言葉を思い出しているそうです。  

それは、30 代後半で自分の工場を始めたとき、心の師と仰いでいる人から送られ

たエールでした。世の中の景気の低迷で仕事がままならない今の時期に、恩師の 

言葉を思い出して「小さな巨人を目指してもうひと踏ん張り！」と自分を鼓舞し 

ているそうです。普段はまったく思い出すこともないのに、ふとした瞬間に浮か 

んでくるうれしい記憶があります。例えば幼い頃、近所のおばあちゃんに「あん 

たはいい子だねぇ」と頭をなでてもらったこと。算数のテストが 12点だったとき

「名前が上手に書けたから」とナイショで３点をおまけしてくれた担任の先生。

退職するとき、それほど親しくなかった人から「あなたの明るさにいつも励まされていました」とお礼を言わ

れたこと。その多くはたいがい小さな出来事であり、とても個人的なものですが、記憶の断片が花びらのよう

に舞い降りてくると、そのとき感じたうれしさが鮮やかによみがえってきたりします。 

おばあちゃんの手の感触。担任の先生の温かいまなざし。実は自分をちゃんと見 

てくれていた人。もう何十年も前のことなのに、思い出すと今でも心強い気持ち 

になる。そんな記憶が人を支えているのではないかと思います。色々な人たちが 

自分を気にかけてくれていて、自分は大切にされていたんだなぁと気付くとき、 

人は感謝と共にやさしい気持ちになるものです。 

「商売が思うようにいかないこともあるけれど、そんなときこそ大切にしてもら 

った記憶が“自分は大丈夫！”という強さになる」とＴ社長は言います。それは 

根拠のない「大丈夫」かもしれないし、実のところ目の前の状況は大丈夫ではないときもあるけれど、日々

淡々と「自分は大丈夫！」と感じながら生きていくことが商売の希望をつなげていくのではないでしょうか。


